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令和5年度都区財政調整区側提案事項 

 
特別区は、首都直下地震への備え、超高齢社会への対応、子育て支援策や社

会インフラ老朽化対策など、大都市特有の膨大な行政需要を抱えている。さら

に、感染症への対応に加え、物価高騰に伴う各種対策など、取り組むべき喫緊

の課題が山積している。 

一方、日本経済においては、各種政策の効果もあって、景気が持ち直してい

くことが期待されているものの、海外景気の下振れリスクや、為替変動による

物価高騰等の影響に注意する必要があり、依然として厳しい状況にある。 
そのような中で、これまでの法人住民税の一部国税化やふるさと納税等の不

合理な税制改正により、特別区の貴重な税源は一方的に奪われており、特別区

の財政運営は、より厳しい状況にさらされている。 

こうした状況を踏まえ、特別区では区間の相互理解・協力のもと主体的に協

議を行い、現在の社会経済状況の中で特別区が果たすべき役割に的確に対応で

きるよう、都区財政調整区側提案事項を吟味し取りまとめた。 

調整税等の一定割合が特別区の固有財源であることを踏まえ、都においては、

特別区の自主的、計画的な行財政運営を確保する観点から、特別区の調整結果

を尊重し、区側提案に沿った整理が行われるよう協議に応じられたい。 

１ 都区間の財源配分に関する事項について 

(1) 特別区における児童相談所の設置は、設置区の区域において関連事務が

法的に都から区に移管されることから、都と特別区の役割分担の大幅な変

更に該当するため、その関連経費の影響額について、必要な財源が担保さ

れるよう、配分割合を変更すること。また、将来の設置区数の増加による

影響額に応じて、順次配分割合を変更すること。 

(2) 都区間の財源配分の課題と特別区相互間の財政調整の課題とを明確に

区分し、現行算定の見直しと配分割合の変更事由を混同しないよう協議を

進めること。 

２ 特別区相互間の財政調整について 

投資的経費や保育所等の利用者負担の見直しなど、特別区の実態を踏ま

え、主体的に調整を図った区側提案を基本に、当該年度のあるべき需要が

適切に算定されるよう整理すること。 

３ 都区財政調整協議上の諸課題について 

特別交付金、都市計画交付金について、課題の解決に向けて具体的な検

討を進めること。 












